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はじめに 

福岡都市圏南部環境事業組合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第
137号）第 8条第 3項に基づき、最終処分場の設置と周辺地域の環境との関連性を調べ、より周
辺環境に配慮した事業となるよう、生活環境影響調査を行います。 
本計画書は、生活環境影響調査の着手にあたり、調査を行う項目の選定、調査・予測・評価の

手法等についてとりまとめたものです。 
 

平成 22年 ８月 
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